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この手引きは、現在高等学校等に在学中の人が、相模原市奨学金を申請するための手引で

す。奨学金の給付を希望する人は、内容をよく確認した上で、期限までに申請手続をしてく

ださい。 

すでに給付を受けている人は、改めて申請する必要はありません 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この奨学金は、市内にお住まいの高校生等を対象に、経済的理由により高等学校等で勉強を続ける

ことが困難な人への修学を応援するため、返す必要のない奨学金を給付するものです。 

相模原市奨学金（給付型）制度の概要 

募集期間 令和７(202５)年 6 月２日(月)から令和７(202５)年 7 月 3１日(木)まで 

※期限後も、令和８(202６)年 2 月 2７日(金)までは申請可能ですが、申請した年度の

修学資金の額が下がります。 

募集人数 資格要件(次ページを見てください)に当てはまる人すべて 

給付内容    【修学資金】 

目  的     高等学校等在学中の授業料以外の教育費について支援します。 

給付金額（時期）  年間最大で 100,000 円（在学中の 3 年間）＊1 

＊1 修業年限が３年を超える学校に在籍する場合は、「大学入学資格」を取得できる最短修業年数を限度とします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度 相模原市奨学金（給付型） 

申請の手引《随時申請(高等学校等入学後)用》 

この奨学金は、市民の皆様からの寄附金と市税で賄われています 

相模原市こども・若者未来基金 
 
 相模原市のこどもに関する事業、子育て支援、若者の自立支

援などの事業への活用を目的として、平成２９年１２月に創設

された基金です。 

 市民、企業、団体の皆様からの寄附金を「基金」として積

み立てています。 

相模原市こども・若

者未来基金 

寄附

申請手続 
 

該当するページ 

手順１ 資格要件を確認する Ｐ.２～３ 

手順２ 申請書類を準備する 

手順３ 申請書類を学務課へ提出する 

Ｐ.４～６ 

Ｐ.７ 
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資格要件・・・次の全てに該当する人   すでに給付を受けている人は、申請不要です 

（１）修学資格 

平成３０（２０１８）年４月１日以降に高等学校、中等教育学校後期課程、高等専門学校、専修学

校高等課程に入学した人＊1 で、入学後も継続して在学し、卒業を目指す意欲のある人。 

ただし、特別支援学校は除きます。 
＊1 中学卒業後、事情により高等学校等へ進学していなかった人を含みます。 

（２）住所資格 

「生徒」及び「保護者」が本市に居住している人＊2 

＊2 保護者が「単身赴任」「病気療養」「災害やＤＶによる避難」等の理由で市外に住民登録がある場合は、２ページのＱ２、

５ページの④をご確認ください。 

（３）所得資格 

令和７年度の「市(区町村)県民税所得割額が０円」＊3，4 の世帯の人 

「生徒の保護者」と「生徒と住民登録が同じ世帯の人」全員が該当している場合は対象となります。 

ただし、「生活保護」利用世帯を除きます。 

＊3 令和６年中に日本国外での収入があった人がいる世帯は、５ページの②をご確認ください。 

＊4 年度当初に課税されていても、令和７年度の市(区町村)県民税の所得割額全額の減免決定を受けた場合は、５ページの

③を御確認ください。 

 

 

 

Ｑ１ 相模原市に転入する予定がありますが、奨学金の申請はできますか？ 

Ａ１ 原則として、申請月の住民登録状況で判断します。 

相模原市に転入後に申請してください。 

※特別な事情がある場合については、次のＱ２及びＡ２もあわせて御確認ください。 

Ｑ２ 生徒と保護者が共に、相模原市内に居住していることが必要ですか？ 

Ａ２ 原則として、生徒と保護者が共に相模原市内に住んでいることが必要です。 

ただし、次のような事例の場合は申請できます。教育委員会学務課まで御相談ください。 

・保護者が単身赴任や療養、親族の介護等の「特別な事情」により、やむを得ず本来の世帯

を離れて別居している場合(この場合、住民票が別でも、別居している保護者の所得審査

も行います) 

・災害のため本来の住所地に住民登録したまま相模原市内に住んでいる場合 

・ＤＶのため、住民基本台帳事務における支援措置を受けている場合 

給付対象になるかどうか、資格要件を確認します 

よくある質問と回答(申請資格など) 

手順１ 資格要件を確認する 
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Ｑ３ 相模原市外への転出予定がありますが、奨学金の申請はできますか？ 

Ａ３ 申請できます。仮に奨学生に決定したとしても、転出日をもって奨学生の資格を失うため、

転出日によっては、奨学金の給付を受けられない場合があります。 

Ｑ４ 「所得資格」の審査は、保護者のみですか？ 

Ａ４ 保護者のほか、生徒と住民登録が同じ世帯の全ての人について審査します。なお、保護者に

ついては、単身赴任等で一時的にもとの住民登録の世帯から外している場合も審査対象に含

みます。ただし、事実上の離婚状態や配偶者等の暴力による別居の場合等のやむを得ない事情

がある場合は、そのことを証明する書類を提出いただくことで、審査の対象から外すことがで

きる場合があります。詳しくは、学務課へ御相談ください。 

Ｑ５ 「所得資格」について、同じ住所に住民登録では別の世帯の祖父母がいます。所得審査の「世

帯」は、どの範囲を指しますか？ 

Ａ５  所得審査の世帯の範囲は、保護者のほか、住民登録が同じ世帯の人までです。御質問の事例

では、祖父母は住民登録が別ということですので、所得審査の「世帯」の対象外です。 

 住民登録が同じ世帯かどうかが分からない場合は、御自身で住民票を取得して御確認くだ

さい。電話による問合せや、区民課等の窓口でお答えすることはできません。 

Ｑ６ 「市（区町村）県民税所得割額」がよく分かりません。目安の収入はありますか？ 

Ａ６ 世帯の人数や収入種別等の状況により異なるため、個別の目安となる金額を示すことがで

きませんが、例を参考にしてください。 

【例】世帯主が配偶者とこども 2 人を扶養している給与所得のみの人は、年収が 271 万 6

千円未満の場合、市（区町村）県民税所得割額はかかりません。(2024 年度 市税のしおり(相模原市)より) 

Ｑ７ 「市（区町村）県民税所得割額」はどのようにすれば確認できますか？ 

Ａ７ 市（区町村）県民税が給料から引かれている人は、毎年 6 月頃に会社を通じて配布される

「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」(開くと横長の用紙)、

それ以外で市（区町村）県民税を納付している人は、毎年 6 月頃に市から送付される「市民

税・県民税 税額決定通知書」で確認できます。 

※「源泉徴収票」や「所得税確定申告書(控え)」では、「市（区町村）県民税額」の確認はできません。 

Ｑ８ Ｑ７の税額決定通知がありません。どのようにすれば確認できますか？ 

Ａ８  通知を受け取っていない人の多くは、働いていない人や働いていても扶養に入っている人で、市

（区町村）県民税が非課税となっている場合が考えられます。また、働いている人で通知を受け取

っていない人の中には、収入の申告が済んでいない場合が考えられますので、すみやかに必要とさ

れる収入の申告をしてください。未申告等により市（区町村）県民税の課税状況が確認できない場

合は、所得資格の審査ができないため、不決定となる場合があります。 

Ｑ９ 児童扶養手当を受けているのですが、奨学金の対象となりますか？ 

Ａ９  児童扶養手当を受けているかどうかは、この奨学金の審査の要件ではありません。 

 ２ページの（３）所得資格に該当する場合は、奨学金の対象となります。 
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（１）申請書（「相模原市奨学金給付申請書・同意書（随時申請用）」）【全員提出】 

 

 

 

 

 

申請書記入時の注意事項 

 

 

 

 

 

 

（２）在学証明書（原本）【全員提出】 

・高等学校等の在学(在籍)証明書(在学する学校で発行)の原本を提出してください。 

・申請時の学年の在学証明書を取得してください。（前年度の在学証明書は不可） 

・「通信制高校」と「サポート校」の両方に在籍することになる人 

⇒「通信制高校」のものを提出してください。 

・証明書の発行申請から受け取りまで、１週間程度を要することがあります。 

提出期限に間に合うよう、早めに学校に依頼してください。 

※生徒証・身分証明書等の写しは不可です。 

※学校から封筒に封入されて受け取った場合は、封を開けないでそのまま提出してください。 

 

 

 

 

◆申請書の配布場所 

○相模原市ホームページからダウンロード（白黒印刷可）  

○教育委員会学務課 〇市内の公民館 

※記入例もこちらにあります 

申請に必要な書類を用意します 

・・・
・・・

・・

申請
書

・・・
・・・

・・

・・・
・・・

・・

・・・
・・・

・・

・・・
・・・

・・

・・・
・・・

・・

手順２ 申請書類を準備する 

□ ①ペン又はボールペン（消せるボールペンは不可）で記入してください。 

□ ②（記入を間違えた場合）修正液や修正テープを使用せず、二重線で訂正してください。 

 □ ③同意事項を確認してください。 

 □ ④申請者本人、保護者本人が氏名を自署（自署でない場合、記名、押印）してください。 

□ ⑤世帯構成員の欄には、申請者と住民登録が同じ世帯の人全員が自署してください。 

※18 歳未満の人の場合は、代筆可です。 
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（３）添付書類【該当する人のみ提出】 

次のいずれにも該当しない人は、申請書と在学証明書のみ提出してください。 

① 世帯に令和７年１月１日時点で相模原市に住民登録がなかった人がいる場合 

令和７年度 「市(区町村)

県民税課税(非課税)証明

書」の写し 

相模原市に住民登録がなかった人の証明書の写しを添付してください。証

明書は令和７年 1 月 1 日時点で住民登録のあった自治体から入手できま

す。（自治体により、証明書の表題が異なることがあります。） 

転入した人のほか、単身赴任や療養等で、一時的に相模原市外へ住民登

録を移している別居の保護者も所得審査の対象です。 

ただし、平成 19(2007)年 4 月 2 日以降に生まれた人（高校生、中学生、小

学生、未就学児相当の人）で収入がなかった人は証明書の写しの添付を省

略することができます。 

② 世帯に令和６年１月～１２月の間に日本国外での収入があった人がいる場合 

令和６年１月～１２月の 

収入が分かる書類 

日本国外での収入があった人(別居の保護者を含む)全員分の給与明細書

や収入証明書等、その期間の収入が分かる書類で、給料等を支払った会

社や団体等が作成したもの、または公的機関の証明書等に限ります(自ら作

成した書類は認められません)。また、日本語以外の書類の場合は、翻訳文

を添付してください。※６ページのＱ１１・Ａ１１を御確認ください。 

③市(区町村)県民税の減免決定を受けている場合 

令和７年度 市(区町村)県

民税減免決定通知書・減

免後の税額決定通知書の

写し 

減免決定を受けた人全員分の令和７年度の「市(区町村)県民税減免決定

通知書」(課税自治体が相模原市の場合は「市税減免申請に対する決定通

知書」)及び「減免後の税額決定通知書」の両方の写しを添付してください。 

④住所に関するやむを得ない事情がある場合(下記の事例に該当する場合や、事例に相当する場合) 

住民票 (相模原市に住民

登録がない人の分) (マイナ

ンバーは記載しない) 

該当例 

・保護者が単身赴任や療養等のためやむを得ず本来の世帯から別居して

いる。 

・災害のため本来の住所地に住民登録をしたまま相模原市内に居住してい

る。 

・ＤＶのため、住民基本台帳事務における支援措置を受けている。 

⑤その他 

その他の書類 申請書の提出後、審査のために①～④以外の書類の提出をお願いする場

合があります。お願いの通知は郵送で送付しますので、通知が送付された

場合は内容を確認して、必要な書類を教育委員会学務課まで送付してくだ

さい。 
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Ｑ１０ 市外から転入してきたので、相模原市で市（区町村）県民税を課税されていませんが、どうす

れば確認できますか？また、どのような書類を提出すればよいですか？ 

Ａ１０  市(区町村)県民税はその年の１月１日に住民登録があった自治体で課税されますので、世帯

のうち転入してきた人について、該当の自治体が発行する「特別徴収税額の決定・変更通知

書」か「税額決定通知書」により「所得割額」を確認してください。通知書がない場合、又は

市(区町村)県民税が非課税の場合は、該当の自治体から「令和７年度市(区町村)民税・県(都道

府)民税課税(非課税)証明書」を取り寄せて確認してください。 

次に、市(区町村)県民税の所得割額が０円の場合は、「令和７年度市(区町村)民税・県(都道

府)民税課税(非課税)証明書」をコピーし、申請書に添付して提出してください。 

Ｑ１１ 日本国外から相模原市に転入してきたので、相模原市で市（区町村）県民税を課税されていま

せん。どのような書類が必要ですか？ 

Ａ１１  日本国外で収入があり、相模原市で市(区町村)県民税の課税がない場合は、令和６年 1 月

～12 月の間の日本国内・海外のすべての収入が分かる書類を添付してください。日本国外で

の収入があるときは、市(区町村)県民税の課税がない場合であっても、外貨建ての収入は日本

円に換算し、すべての収入について市(区町村)県民税の所得割額非課税に相当するかどうかを

審査します。換算・合算後のすべての収入が 271 万 6 千円を超える場合、所得資格に該当

しない可能性が高くなります。 

・会社等が作成した給与・報酬明細書や、公的機関が発行した証明書等を添付してください  

(自ら作成した書類は認められません)。 

・日本語以外の書類の場合は、翻訳文を添付してください。 

Ｑ１２ 高等学校等にいろいろ書類を提出したのですが、それとは別のものですか？ 

Ａ１２ 「相模原市奨学金」は、相模原市教育委員会と書類等のやり取りをします。 

高等学校等に提出している書類は、「相模原市奨学金」とは別の制度ですので、それぞれ

別に書類の提出が必要です。 

書類の提出先や提出期限をよく確かめて、申請忘れがないよう注意してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よくある質問と回答(添付書類) 
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（１） 提出前のチェックリスト 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 提出物（詳細は４～５ページを参照してください。） 

① 相模原市奨学金給付申請書・同意書（随時申請用） 

② 在学証明書【原本】 

③ 添付書類（該当する人のみ） 

 

（３）提出先  

 

 

 

学校、公民館、まちづくりセンターでは、提出できません！ 

 

（４）提出方法 

 郵送又は持参 

○郵便料は申請者の負担となります。 

○普通郵便による提出が御心配な場合は、追跡可能な送付方法（簡易書留やレターパック等）

を御利用ください。  

 

（５）申請締切  

締切 提出期限（学務課必着） 

第１回締切 令和７年７月３１日（木）午後５時１５分 

最終締切 令和８年２月２７日（金）午後５時１５分 

  ※第１回締切以降の申請の場合は、申請月に応じた金額（64,000 円～16,000 円）となります。 

 

申請書類を提出期限までに学務課に提出します 

手順３ 申請書類を学務課へ提出する 

相模原市教育委員会 学務課 就学支援班 

〒252-5277 相模原市中央区中央 2-11-15 

第２別館５階 

□ ①ペン又はボールペン（消せるボールペンは不可）で記入した。 

□ ②（記入を間違えた場合）修正液や修正テープを使用せず、二重線で訂正した。 

 □ ③同意事項を確認した。 

 □ ④申請者本人、保護者本人が氏名を自署（自署でない場合、記名、押印）した。 

□ ⑤世帯構成員の欄には、申請者と住民登録が同じ世帯の人全員が自署した。 

※18 歳未満の人の場合は、代筆可です。 

□ ⑥在学証明書（原本）を同封した。※コピーは不可です。 
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  教育委員会が申請書類及び調査により資格要件を確認し、奨学生を決定します。 

申請書を提出した月の翌月の中旬以降に、奨学生の決定、不決定にかかわらず、申請者全員に結

果を通知します。 

奨学生に決定した人には、その後の給付手続に必要な書類を同封します。 

結果通知発送前の審査結果に係るお問い合わせにはお答えできません。 

※それぞれの期限までに申請書を提出していても、書類の提出が不足している等の理由で受付が終わっていない場合は、

結果通知の発送時期が遅くなることがあります。 

 

 

 

 

 

Ｑ１３ 相模原市奨学金には該当しないのですが、他に給付が受けられる制度はありませんか？ 

Ａ１３  保護者の収入が一定額以下の場合は、国や県の授業料の支援制度(高等学校等就学支援金、

学費補助金等)の対象となることがあります。 

なお、国や県の制度の手続は、高等学校等を通じて行うため、相模原市では受け付けできま

せん。詳細は、高等学校等にお問い合わせください。 

Ｑ１４ 「神奈川県高校生等奨学給付金」など他の制度と併せて給付を受けることはできますか？ 

Ａ１４  相模原市奨学金は、他の制度と併用することができます。ただし、相模原市岩本育英奨学金

との併用はできません。 

 相模原市奨学金以外の制度の併用の可否については、高等学校等にご確認ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

審査結果のお知らせまで、しばらくお待ちください 

よくある質問と回答(その他) 

奨学生の決定 

★お問い合わせ★ 

相模原市コールセンター 電話０４２（７７０）７７７７ 

午前８時～午後９時 年中無休 

※個人情報等に関することはコールセンターではお答えできませんので、 

直接、下記の学務課にお問い合わせください 

相模原市教育委員会 （電話） ０４２（７６９）９２６２ 

学務課 就学支援班 （受付時間） 午前８時３０分～午後５時１５分《土・日・祝日・年末年始は除く》 


